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注
目
の
大
阪
ダ
ブ
ル
選
挙
は
、
大
阪

市
長
に
「
大
阪
都
構
想
」
を
掲
げ

る
橋
下
徹
氏
、
大
阪
府
知
事
に
松
井
一
郎

氏
が
当
選
し
、
地
域
政
党
で
あ
る
大
阪
維

新
の
会
が
勝
利
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
こ
の
ダ
ブ
ル
選
挙
に
よ
っ

て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
「
大
都
市
制

度
」
に
つ
い
て
、
大
阪
に
限
ら
ず
、
他
の

政
令
指
定
都
市
所
在
道
府
県
の
ケ
ー
ス
を

も
含
め
て
、
行
財
政
運
営
上
、
い
か
な
る

問
題
点
や
課
題
が
存
在
す
る
の
か
を
考
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

政
令
市
で
起
き
る

二
重
投
資
の
構
造

　

そ
も
そ
も
、「
政
令
指
定
都
市
（
以
下

「
政
令
市
」）」
と
は
、ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
か
。

　

日
本
の
地
方
行
財
政
制
度
は
、
府
県
と

市
町
村
の
２
層
制
を
基
本
と
し
て
い
る
。

そ
の
な
か
で
、
政
令
市
は
、
他
の
市
町
村

と
同
様
に
基
礎
的
自
治
体
と
し
て
の
役
割

を
果
た
し
つ
つ
も
、
そ
の
規
模
が
大
き
い

ゆ
え
に
、
制
度
上
本
来
は
道
府
県
が
担
う

事
務
の
う
ち
の
一
定
部
分
を
担
っ
て
い

る
。
具
体
的
に
は
、
①
児
童
福
祉
に
関
す

る
事
務
（
児
童
相
談
所
の
設
置
等
）、②
都

市
計
画
等
に
関
す
る
事
務
（
道
府
県
道
、

流
通
業
務
団
地
、
市
街
地
再
開
発
事
業
等

に
関
す
る
都
市
計
画

決
定
等
）、③
土
木
行

政
に
関
す
る
事
務

（
市
内
の
道
府
県
道

の
管
理
等
）、④
文
教

行
政
に
関
す
る
事
務

（
道
府
県
費
負
担
教

職
員
の
任
免
、
給
与

の
決
定
等
）
│
│
な

ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
う
ち
、
①
や
②

に
つ
い
て
は
、
道
府

県
が
行
う
事
務
の
ほ

ぼ
全
て
を
政
令
市
が

担
っ
て
い
る
の
に
等

し
い
状
況
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
政
令

市
固
有
の
役
割
で
は

な
い
が
、
政
令
市
自

身
の
政
策
運
営
上
の

判
断
に
よ
っ
て
、
公
営
企
業
会
計
や
第
３

セ
ク
タ
ー
な
ど
を
設
置
し
て
地
下
鉄
等
の

大
規
模
な
公
営
交
通
事
業
を
行
っ
た
り
、

大
規
模
な
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
手
が
け
る
ケ

ー
ス
も
、
大
阪
に
限
ら
ず
、
全
国
各
地
で

認
め
ら
れ
る
。こ
う
し
た
実
情
を
背
景
に
、

政
令
市
は
基
礎
的
自
治
体
で
あ
り
な
が

ら
、
都
道
府
県
並
み
の
権
限
と
財
政
力
を

有
す
る
地
方
自
治
体
だ
、
と
の
見
方
を
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

次
に
、
歳
入
面
、
と
り
わ
け
地
方
税
収

の
面
か
ら
み
て
み
よ
う
。

　

政
令
市
は
、
地
方
交
付
税
制
度
等
を
通

じ
て
、
国
と
の
関
係
は
他
の
市
町
村
と
同

じ
立
場
に
あ
る
。
し
か
し
、
自
主
財
源
と

し
て
の
地
方
税
の
基
盤
を
み
る
と
、
基
礎

的
自
治
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
都
道
府
県

と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。

　

大
阪
府
・
大
阪
市
を
例
に
、
各
々
の
地

方
税
収
に
占
め
る
税
目
別
の
シ
ェ
ア
を
み

る
と
（
２
０
０
８
年
度
ベ
ー
ス
）、大
阪
府

は
①
法
人
２
税
が
全
体
の
約
40
％
、
②
個

人
府
民
税
が
26
％
、
③
地
方
消
費
税
が
約

15
％
を
占
め
て
お
り
、
法
人
課
税
の
ウ
エ

ー
ト
が
最
も
高
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大

阪
市
は
①
固
定
資
産
税
＋
都
市
計
画
税
が

約
48
％
、
②
法
人
住
民
税
が
23
％
、
③
個

人
住
民
税
が
約
21
％
と
い
う
内
訳
で
、
資

産
課
税
の
ウ
エ
ー
ト
が
最
も
高
く
な
っ
て

い
る
。

　

一
般
的
に
、
法
人
課
税
は
景
気
変
動
の

影
響
を
受
け
や
す
く
、
年
度
ご
と
の
振
れ

大
阪
だ
け
の
課
題
で
は
な
い

大
阪
ダ
ブ
ル
選
挙
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
大
都
市
・
大
阪
の
財
政
問
題
。

こ
れ
は
大
阪
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

河か
わ
む
ら村　

小さ

ゆ

り

百
合
（
日
本
総
合
研
究
所
調
査
部
主
任
研
究
員
）

大
阪
ダ
ブ
ル
選
挙
で
あ
ぶ
り
出
た

 「
大
都
市
財
政
」の
課
題

大
阪
維
新
の
会
が
圧
勝
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あなたの街のギリシャ度

が
大
き
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
一
方
、

資
産
課
税
は
、
急
激
な
市
況
の
変
動
が
な

い
限
り
、
相
対
的
に
安
定
し
た
税
源
で
あ

る
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
結
果
、
大
阪
府

と
大
阪
市
の
税
収
の
推
移
を
み
る
と
（
図

１
）、大
阪
府
の
方
が
、景
気
変
動
を
ス
ト

レ
ー
ト
に
反
映
す
る
形
で
、
年
度
ご
と
の

振
幅
が
よ
り
大
き
く
な
っ
て
い
る
状
況
が

み
て
と
れ
よ
う
。

　

地
方
自
治
体
は
、
地
方
行
財
政
制
度
に

お
い
て
、
必
ず
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
役
割
が
多
く
与
え
ら
れ
て
い
る
一
方

で
、
各
自
治
体
に
実
施
す
る
か
否
か
の
判

断
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
政
策
分
野
も
存
在

す
る
。
各
自
治
体
が
行
う
、
そ
の
よ
う
な

義
務
的
歳
出
、
お
よ
び
裁
量
的
歳
出
を
積

み
上
げ
た
結
果
を
表
す
尺
度
の
１
つ
と
し

て
、
地
方
債
残
高
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　

各
地
の
政
令
市
と
そ
れ
が
所
在
す
る
道

府
県
お
よ
び
都
の
住
民
１
人
当
た
り
地
方

債
残
高
を
み
て
み
る
と
（
図
２
、
09
年
度

ベ
ー
ス
）、多
く
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、政

令
市
の
残
高
が
府
県
の
残
高
を
上
回
っ
て

い
る
状
況
が
み
て
と
れ
る
。

　

例
え
ば
、
大
阪
府
の
１
人
当
た
り
府
債

残
高
53
万
円
に
対
し
、
大
阪
市
は
１
１
０

万
円
、
堺
市
は
35
万
円
と
な
っ
て
い
る
。

大
阪
市
民
は
、
府
の
分
と
市
の
分
を
合
わ

せ
て
、
実
に
１
６
３
万
円
の
借
金
を
負
っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
ほ
か
、愛
知
県
は
59
万
円
に
対
し
、

名
古
屋
市
は
79
万
円
。
福
岡
県
の
56
万
円

に
対
し
、
福
岡
市
92
万
円
、
北
九
州
市
87

万
円
で
あ
る
。

　

政
令
市
は
一
般
的
に
み
て
、
経
済
活
動

の
集
積
度
の
高
い
地
域
が
多
く
、
か
つ
固

定
資
産
税
等
の
安
定
的
な
税
基
盤
を
有
し

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た

自
主
財
源
お
よ
び
国
か
ら
の
移
転
財
源
の

み
で
は
賄
い
き
れ
ず
、
こ
の
よ
う
な
地
方

債
残
高
の
積
み
上
が
り
を
招
い
て
い
る
背

景
に
は
、
裁
量
的
か
つ
積
極
的
な
財
政
運

営
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歳
出
内
容
を
み

る
と
、
現
行
の
地
方
行
財
政
制
度
で
は
、

必
ず
し
も
重
複
が
排
除
さ
れ
て
い
な
い
分

野
で
、
道
府
県
と
政
令
市
の
二
重
投
資
が

行
わ
れ
て
い
る
事
例
が
少
な
か
ら
ず
浮
か

び
上
が
る
。

　

具
体
的
に
は
県
と
市
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ

道
路
公
社
、
市
と
県
で
そ
れ
ぞ
れ
別
に
あ

る
美
術
館
や
体
育
館
、
図
書
館
、
県
立
大

学
と
市
立
大
学
な
ど
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
や

施
設
整
備
等
の
分
野
だ
。
こ
の
ほ
か
に
も

機
能
が
同
じ
で
存
在
価
値
の
薄
い
出
資
法

人
や
第
３
セ
ク
タ
ー
も
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
東
京
都
の
ケ
ー
ス
を
み
る

と
、
都
の
１
人
当
た
り
地
方
債
残
高
46
万

円
に
対
し
、
23
区
で
は
、
人
口
が
相
対
的

に
多
い
世
田
谷
区
で
は
わ
ず
か
９
万
円
、

人
口
の
少
な
い
千
代
田
区
で
も
12
万
円
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
確
か
に
東
京
は
最
も

経
済
活
動
の
集
積
度
が
高
く
、
地
方
税
収

も
全
国
一
潤
沢
な
地
域
で
あ
る
た
め
、
そ

れ
が
起
債
依
存
度
を
低
水
準
に
抑
え
て
い

る
側
面
は
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
東
京
都
と
基
礎
的
自

治
体
と
の
間
で
、
効
率
的
な
意
思
決
定
や

役
割
分
担
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
る
こ
と

の
１
つ
の
表
れ
と
受
け
止
め
る
こ
と
も
可

能
な
の
で
は
な
い
か
。

効
率
的
行
財
政
制
度
が

求
め
ら
れ
て
い
る

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
橋
下
前
大
阪
府

知
事・新
大
阪
市
長
が
問
題
提
起
し
た「
大

都
市
制
度
」
の
問
題
点
は
、
単
に
大
阪
の

み
な
ら
ず
、
日
本
全
体
の
問
題
で
も
あ
る

と
言
え
る
。

　

日
本
の
財
政
事
情
が
、
先
進
国
レ
ベ
ル

で
は
他
に
例
の
な
い
よ
う
な
水
準
に
ま
で

悪
化
し
て
い
る
な
か
で
、
安
定
的
な
財
政

運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
小
手
先
の

歳
出
カ
ッ
ト
等
に
よ
る
対
応
で
は
、
も
は

や
と
て
も
及
ば
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　

今
後
は
、
日
本
全
体
の
行
財
政
制
度
の

仕
組
み
そ
の
も
の
を
、
も
っ
と
効
率
的
な

も
の
に
作
り
直
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な

の
で
は
な
い
か
。中
央
政
府
や
地
方
政
府・

自
治
体
の
役
割
を
ど
の
よ
う
に
分
担
す
る

の
が
効
率
的
か
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

財
源
が
帰
属
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望

ま
し
い
の
か
。
大
都
市
制
度
の
見
直
し
を

そ
の
発
端
と
し
て
、
ゆ
く
ゆ
く
は
道
州
制

の
導
入
等
も
視
野
に
入
れ
、
抜
本
的
な
改

革
に
向
け
て
の
議
論
を
、
国
全
体
と
し
て

進
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

図1　大阪府と大阪市の税収の推移

図２　主な都道府県・政令指定都市の住民1人当たり地方債残高
（2009年度ベース）
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（出所）大阪府改革プロジェクトチーム「大阪府の財政構造等に関する調査分析報告
書」2010年4月、大阪市「平成20年度税務統計」より日本総研作成
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